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役場からのお知らせ

高
知
県
外
国
人
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー

出
張
相
談
会
の
開
催
に
つ
い
て

i
　
高
知
県
外
国
人
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー

（
コ
コ
フ
ォ
ー
レ
）が
出
張
相
談
会
を
四

万
十
市
に
て
開
催
し
ま
す
。

　
出
入
国
在
留
管
理
局
の
専
門
家
と
外

国
人
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
の
相
談
員
が

個
別
相
談
に
応
じ
ま
す
。
お
気
軽
に
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

◆
相
談
内
容

①
在
留
資
格
に
関
す
る
相
談
会

　
在
留
資
格
制
度
全
般
（
出
入
国
・
在

留
資
格
手
続
、「
特
定
技
能
」
の
登
録
支

援
機
関
へ
の
登
録
方
法
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
関
連
（
入
国
・
出
国
・
特
例

措
置
）な
ど
）に
関
す
る
相
談

②
外
国
人
の
た
め
の
生
活
相
談
会

　
在
留
資
格
以
外
の
外
国
人
に
関
す
る

相
談
（
仕
事
、
医
療
、
教
育
、
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
）

◆
対
象
者

　
い
ず
れ
の
相
談
会
も
外
国
人
、
外
国

人
と
関
わ
り
の
あ
る
方
、
外
国
人
を
雇

用
し
て
い
る
事
業
所
な
ど

◆
開
催
日
と
開
催
時
間

　
８
月
５
日（
金
）

　
午
前

１０
時
〜
午
後
３
時

４０
分

◆
開
催
場
所

　
四
万
十
市
役
所
３
階
３
０
３
・
３
０

４
会
議
室

◆
留
意
事
項

　
在
留
資
格
に
関
す
る
相
談
は
予
約
制

で
す
。
１
組（
個
人
・
団
体
）の
相
談
時

間
は
約

４０
分
で
す
。

　
生
活
相
談
会
は
予
約
は
不
要
で
す
が
、

予
約
者
の
方
を
優
先
と
し
ま
す
。

　
相
談
料
は
無
料
で
す
。

　
相
談
内
容
は
秘
密
を
厳
守
と
し
ま
す
。

◆
申
し
込
み
方
法

　
８
月
２
日（
火
）ま
で
に
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
電

子
メ
ー
ル
、
郵
送
で
左
記
ま
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　
高
知
県
外
国
人
生
活
相
談
セ
ン
タ
ー
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高
知
市
本
町
４
―

１
―

３７

　
丸
の
内
ビ
ル
１
階

※
左
記
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
フ
ォ
ー
ム（
や
さ
し
い

日
本
語
）
か
ら
も
お
申
し
込
み
い
た

だ
け
ま
す
。

◆
道
路
上
に
は
み
出
し
て
い
る
樹
木
の

伐
採
の
お
願
い

　
道
路
上
に
鉢
植
え
な
ど
が
置
か
れ
て

い
る
箇
所
や
私
有
地
か
ら
道
路
や
歩
道

に
樹
木
や
枝
が
は
み
出
し
て
、
歩
行
者

や
自
転
車
お
よ
び
自
動
車
な
ど
の
通
行

の
支
障
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま

す
。

　
箇
所
に
よ
っ
て
は
歩
行
者
や
通
行
車

両
の
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
り
ま

す
の
で
、
事
故
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
に

も
、
建
築
限
界
を
守
り
、
は
み
出
し
て

い
る
樹
木
の
伐
採
や
鉢
植
え
な
ど
の
移

動
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
私
有
地
の
生
垣
や
庭
木
な
ど
か
ら
の

倒
木
や
道
路
上
に
張
り
出
し
た
枝
の

落
下
な
ど
に
よ
り
、
通
行
中
の
歩
行

者
や
車
両
な
ど
が
損
傷
す
る
事
故
が

発
生
し
た
場
合
に
は
、
樹
木
の
所
有

者
が
賠
償
を
問
わ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

◆
建
築
限
界

　
道
路
法
第

３０
条
お
よ
び
道
路
構
造
令

第
１２
条
で
は
道
路
を
安
全
に
通
行
す
る

た
め
、
車
道
の
上
空
４
・
５
ｍ
、
歩
道

の
上
空
２
・
５
ｍ
の
範
囲
に
通
行
の
障

害
に
な
る
物（
樹
木
・
看
板
な
ど
）は
置
い

て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

 ○
お
問
い
合
わ
せ

　
本
庁 

ま
ち
づ
く
り
課 

土
木
係

蕁

４
３
―

２
１
１
５

　
佐
賀
支
所 

建
設
課 

土
木
係

　
　
　
　
 
蕁

５
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３
７
０
０

私有地 私有地歩道 車道

4.5m

2.5m

建築限界の範囲

道
路
の
健
全
な
通
行
に
つ
い
て

i

役場からのお知らせ役場からのお知らせ


